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築
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事
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発
指
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課
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○
大
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基
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更
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届
出
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…
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…（
産
業
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局
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工
部
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域
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○
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
九
十
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
板
橋
区
舟
渡
一

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
九
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
東
区
豊
洲
六

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

ひ

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ
の
化

合
物

三

そ
の
他

こ
の
告
示
に
よ
り
指
定
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区

域
は
、
規
則
第
五
十
八
条
第
四
項
第
九
号
に
該
当
す
る
。
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告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３１０号

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
の
規
定
に
基

づ
き
技
能
検
定
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
規
則
第
２
条
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
２６年

１０月
９
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

仁
田

陸
郎

記

１
審
査
の
種
類

⑴
大
型
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑵
中
型
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑶
普
通
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑷
大
型
特
殊
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑸
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

⑹
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

け
ん

⑺
牽
引
免
許
技
能
検
定
員
審
査

２
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
資
格

受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車
を
運
転

す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）
に
係

る
運
転
免
許
証
を
提
示
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
審
査
項
目
及
び
審
査
細
目

⑴
技
能
検
定
に
関
す
る
技
能

ア
技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

イ
自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

⑵
技
能
検
定
に
関
す
る
知
識
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ア

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項

イ
自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

ウ
技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る
知
識

エ
自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に
関
す
る
知
識

４
審
査
細
目
の
免
除

規
則
第
１７条

第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
又
は
附
則
第
３
条
第
１

項
第
１
号
若
し
く
は
第
２
号
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
該
当
す
る
者

５
審
査
の
日
時
及
び
場
所

⑴
日
時

平
成
２６年

１１月
１０日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
１３日

（
木
曜

日
）
ま
で
の
間
の
う
ち
、
申
請
書
提
出
時
に
お
い
て
指
定
す
る

日
時

⑵
場
所

警
視
庁
府
中
運
転
免
許
試
験
場
（
府
中
市
多
磨
町
三
丁
目
１

番
地
の
１
）

６
申
請
手
続

⑴
申
請
書
類

ア
申
請
書
（
規
則
別
記
様
式
第
１
号
の
審
査
申
請
書
と
す

る
。
）

イ
写
真
（
申
請
前
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、

上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

ウ
審
査
細
目
が
免
除
さ
れ
る
者
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
面

⑵
受
付
日
時

平
成
２６年

１０月
２３日

（
木
曜
日
）
及
び
同
月
２４日

（
金
曜

日
）
の
午
前
９
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
ま
で

⑶
受
付
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

⑷
申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

ア
申
請
書
は
、
警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
に
お

い
て
、
平
成
２６年

１０月
１７日

（
金
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

イ
写
真
は
、
申
請
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

ウ
提
出
書
類
は
、
本
人
が
直
接
持
参
す
る
こ
と
。

エ
運
転
免
許
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

７
審
査
手
数
料

大
型
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査
又
は
中
型
自
動
車
免
許
技

能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
２３,５００円

、

普
通
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ

っ
て
は
１９,６５０円

、
そ
の
他
の
種
類
の
技
能
検
定
員
審
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
１４,５００円

。
た
だ
し
、
審
査
細
目
を

免
除
さ
れ
る
者
は
、
警
視
庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
１２年

東
京

都
条
例
第
９９号

）
別
表
第
２

１
の
項
備
考
２
に
規
定
す
る
額
を

減
額
す
る
。

８
携
行
品
及
び
服
装

⑴
携
行
品

ア
運
転
免
許
証

イ
筆
記
用
具

ア
黒
色
又
は
青
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン

イ
赤
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン

⑵
服
装

自
動
車
の
運
転
に
支
障
の
な
い
服
装

９
合
格
証
明
書
の
交
付

合
格
者
に
は
、
規
則
別
記
様
式
第
２
号
の
技
能
検
定
員
審
査
合

格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

１０
問
合
せ
先

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

電
話

０３（
６７１７）

３１３７
内
線
５２８３

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

請
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五

条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認

証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に

関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
投
資
と
学
習
を
普
及
・
推
進
す
る
会

三

代
表
者
の
氏
名

前

哲
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
茅
場
町
一
丁
目
五
番
八
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
消
費
者
及
び
証
券
投
資
に
関
心
の
あ
る
個

人
に
対
し
て
、
証
券
及
び
証
券
投
資
に
関
す
る
知
識
の
普
及
・
啓

発
活
動
を
行
い
、
社
会
教
育
に
お
け
る
公
益
の
増
進
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲
載
）
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一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
コ
イ
ノ
ニ
ア

三

代
表
者
の
氏
名

井
口

信
治

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
東
久
留
米
市
滝
山
五
丁
目
一
番
十
六
号

株
式
会
社
メ

ル
ヘ
ン
二
階

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
の
市
民
を
対
象
と
し
て
、
と
り
わ
け

障
害
者
の
能
力
や
適
性
に
応
じ
て
働
く
場
、
生
活
の
場
、
活
動
の

場
等
の
機
会
を
創
出
し
、
地
域
の
中
で
自
立
し
た
生
活
を
営
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
福
祉
の
増
進
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
住
民
が

相
互
に
理
解
し
尊
重
し
合
う
こ
と
で
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の

ま
ま
掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
八
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ス
マ
イ
ル
・
ア
ー
チ

三

代
表
者
の
氏
名

佐
野

祐
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
墨
田
区
八
広
四
丁
目
十
三
番
三－

一
〇
一
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
の
生
活
向
上
、
社
会
参
加
、
社
会
的
自

立
を
支
援
す
る
た
め
に
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
主
と
し
て

行
う
こ
と
に
よ
り
、
障
害
者
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
八
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
み
ん
な
の
広
場

三

代
表
者
の
氏
名

小
澤

哲
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
中
野
区
上
高
田
一
丁
目
五
番
四
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
（
児
）
や
そ
の
関
係
者
の
人
た
ち
に
対

し
て
、
障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
（
共
同

生
活
援
助
）
の
設
置
運
営
事
業
や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、
移
動
支
援

事
業
並
び
に
相
談
事
業
な
ど
の
事
業
を
行
い
、
地
域
社
会
が
障
害

の
あ
る
人
々
と
共
に
手
を
携
え
て
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
づ

く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲

載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
八
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
子
ど
も
家
庭
リ
ソ
ー
ス
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

福
川

須
美

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
北
区
王
子
二
丁
目
十
八
番
十
二
号

ド
ム
ス
王
子
一
階

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
将
来
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
健
や
か
に

育
つ
環
境
、
と
り
わ
け
子
ど
も
と
親
な
ら
び
に
養
育
に
携
わ
る
者

の
心
の
ケ
ア
を
大
切
に
す
る
社
会
の
構
築
を
め
ざ
し
、
そ
の
た
め

の
情
報
・
技
法
の
収
集
と
研
究
・
開
発
を
お
こ
な
う
。
そ
し
て
そ

れ
ら
心
の
ケ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
必
要
と
す
る
人
や
団
体
に
提
供
し
、

人
々
が
互
い
に
尊
重
し
合
い
ま
た
助
け
合
っ
て
生
活
の
営
み
が
で

き
る
地
域
社
会
作
り
に
向
け
た
発
信
を
行
い
、
市
民
が
主
体
性
を

持
っ
た
社
会
を
作
る
た
め
の
活
動
及
び
啓
発
を
行
う
こ
と
を
目
的

と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲
載
）

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第

一
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条

例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三

号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
中
日
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
漫
画
ゲ
ー
ム
文

化
事
業
友
好
協
会

三

代
表
者
の
氏
名

呉

新
紅
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四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
杉
並
区
西
荻
南
三
丁
目
五
番
十
九
号

Ｂ
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
日
本
の
国
際
的
産
業
で
あ
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、

漫
画
、
ゲ
ー
ム
に
関
す
る
企
画
製
作
、
人
材
育
成
に
関
し
て
、
中

国
と
日
本
が
相
互
に
協
力
す
る
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、

中
国
と
日
本
国
の
文
化
、
経
済
の
交
流
、
発
展
を
促
進
し
、
も
っ

て
公
共
の
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文

の
ま
ま
掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
十
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
マ
ー
チ
フ
ォ
ー
ラ
イ
フ

三

代
表
者
の
氏
名

池
田

正
昭

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
武
蔵
野
市
吉
祥
寺
本
町
二
丁
目
二
十
二
番
三
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
産
ま
れ
る
前
か
ら
の
人
の
い
の
ち
の
価
値
を
社

会
に
訴
え
か
け
る
た
め
の
普
及
啓
発
に
関
連
す
る
事
業
を
行
い
、

よ
り
多
く
の
人
々
に
対
し
て
気
づ
き
と
理
解
と
共
感
の
機
会
を
提

供
し
、
不
幸
な
人
工
妊
娠
中
絶
を
減
ら
す
こ
と
で
少
子
化
対
策
の

一
助
と
な
る
と
と
も
に
、
女
性
の
み
な
ら
ず
市
民
す
べ
て
の
真
の

福
利
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま

ま
掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
十
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｋ
Ｉ
Ｓ
国
際
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
機
構

三

代
表
者
の
氏
名

近
藤

秀
将

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
豊
島
区
西
池
袋
一
丁
目
二
十
九
番
五
号

山
の
手
ビ
ル

十
二
階

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
在
日
外
国
人
と
高
齢
者
を
対
象
と
し
て
、
講
演

会
、
セ
ミ
ナ
ー
の
企
画
運
営
、
外
国
人
及
び
高
齢
者
の
地
域
活
動

支
援
、
外
国
人
及
び
高
齢
者
住
宅
問
題
相
談
な
ど
、
在
日
外
国
人

支
援
と
高
齢
者
支
援
を
通
じ
て
、
外
国
人
と
高
齢
者
の
社
会
参
画

を
促
し
、
活
力
の
あ
る
日
本
を
創
り
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
十
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
国
際
実
務
教
育
支
援
機
構

三

代
表
者
の
氏
名

舩
橋

径
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
目
黒
区
上
目
黒
三
丁
目
十
二
番
三
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
発
展
途
上
国
の
低
学
歴
者
を
対
象
に
就
労
に
実
用

的
な
日
本
語
の
教
育，
日
本
文
化
の
教
育
お
よ
び
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ー
技
術
に
関
す
る
教
育
を
提
供
し
、
教
育
お
よ
び
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ー
シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
関
わ
る
事
業
を
通
じ
て
、
地
域
住
民
の
貧

困
格
差
の
是
正
に
貢
献
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の

ま
ま
掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
十
六
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ス
ポ
ー
ツ
業
界
お
し
ご
と
ラ
ボ

三

代
表
者
の
氏
名

小
村

大
樹

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
立
川
市
砂
川
町
一
丁
目
五
十
二
番
地
の
二
十
八

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
ス
ポ
ー
ツ
業
界
に
就
職
し
た
い
者
、
ス
ポ
ー
ツ

業
界
に
関
わ
っ
て
い
る
者
及
び
一
般
社
会
人
や
地
域
住
民
の
人
々

に
対
し
て
、
人
材
育
成
、
キ
ャ
リ
ア
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

ス
ポ
ー
ツ
業
界
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以

上
原
文
の
ま
ま
掲
載
）

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
十
月
九
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名
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府
中
市
緑
町
一
丁
目
三
十
二
番
四

及
び
同
番
五

府
中
市
府
中
町
一
丁
目
五
番
地

の
七

株
式
会
社
大
内
商
事

代
表
取
締
役

大
内

勝
美

東
久
留
米
市
中
央
町
五
丁
目
千
五

百
三
十
番
二
、
同
番
三
、
同
番
五
、

同
番
六
、
同
番
二
十
及
び
同
番
二

十
一

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

代
表
取
締
役

兼
井

雅
史

調
布
市
下
石
原
二
丁
目
二
十
九
番

四
、
同
番
七
及
び
三
十
番
三

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

代
表
取
締
役

西
野

弘

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
平
成
二
十
六
年
十
月
九
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
六
年
十
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

店
舗
名

Ｊ
Ｒ
東
急
目
黒
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

品
川
区
上
大
崎
三
丁
目
一
番
一
号

三

設
置
者
名

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
ほ
か
一
名

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号
ほ
か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
ほ
か
一
名

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

清
野

智
（
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会

社
）
ほ
か

七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

冨
田

哲
郎
（
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式

会
社
）
ほ
か

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
東
急
ス
ト
ア
ほ
か
四
名

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
東
急
ス
ト
ア
ほ
か
四
名

十

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
東
急
ス
ト
ア

十
一

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

高
橋

一
郎

十
二

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

須
田

清

十
三

変
更
日

平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日
ほ
か

十
四

届
出
日

平
成
二
十
六
年
九
月
十
日

十
五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
六

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
十
月
九
日
か
ら
平
成
二

十
七
年
二
月
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

西
友
西
荻
窪
店

二

店
舗
所
在
地

杉
並
区
西
荻
南
三
丁
目
二
十
五
番
二
十

七
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
東
日
本
都
市

開
発

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

大
川

博
士

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

出
口

秀
已

七

変
更
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
五
日

八

届
出
日

平
成
二
十
六
年
九
月
十
二
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
十
月
九
日
か
ら
平
成
二

十
七
年
二
月
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

阿
佐
谷
西
１
号
館

二

店
舗
所
在
地

杉
並
区
阿
佐
谷
南
三
丁
目
五
十
八
番
一

号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
東
日
本
都
市

開
発

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

大
川

博
士

六

変
更
後
の
設
置
者
の

出
口

秀
已
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代
表
者
名

七

変
更
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
五
日

八

届
出
日

平
成
二
十
六
年
九
月
十
二
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
十
月
九
日
か
ら
平
成
二

十
七
年
二
月
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

ラ
イ
オ
ン
ズ
プ
ラ
ザ
多
摩
セ
ン
タ
ー

二

店
舗
所
在
地

多
摩
市
落
合
一
丁
目
三
十
五
番

三

設
置
者
名

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
五
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

岩
永

誠

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

若
林

辰
雄

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ア
イ
セ
イ
薬
局

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

垣
東

勝

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

岡
村

幸
彦

十

変
更
日

平
成
二
十
五
年
五
月
十
五
日
ほ
か

十
一

届
出
日

平
成
二
十
六
年
九
月
十
七
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
十
月
九
日
か
ら
平
成
二

十
七
年
二
月
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

肥
料
検
査
成
績
の
公
表
に
つ
い
て

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条

第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
殊
肥
料
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
小
石
川
一
丁
目
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１２―０００２


